
２　管内の概要

　関保健所管内は、関市・美濃市・郡上市の3市からなり、そのうち郡上市の生活衛

生に係る事務については、郡上センターを置いて担当させております。

　管内の総面積は1,620.09㎢で、県土の15.3％を占め、総世帯数は55,374世帯、総人

口は138,094人（令和5年10月1日現在）となっております。

　地勢は、岐阜県のほぼ中央部に位置し、長良川沿いに岐阜市と隣接する平坦な地域

の関市や美濃市から高山市へと隣接する郡上市の山間地へと続き、広大な山林を有し

ており、豊かな自然に恵まれた地域です。

　また、世界農業遺産の清流長良川の鮎、ユネスコ無形文化遺産の美濃和紙、世界か

んがい施設遺産の曽代用水といった世界に誇る遺産のほか、関の刃物、美濃のうだつ

の町並み、郡上本染といった魅力あふれる伝統産業や観光があります。

　交通網は、鉄道(長良川鉄道)や国道(156号線、248号線)の他、東海北陸自動車道、

東海環状自動車道東ルート、中部縦貫自動車道が整備されています。

１　関保健所の管内図

　関保健所管内の市町村

＜ 関保健所の管内図 ＞

　　・美濃市
　　・関市
　（郡上センターを含む）

　　・郡上市
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面 積 人口密度
計 男 女 (k㎡) (人/k㎡)

岐阜県 792,325 1,929,669 936,796 992,873 10,621.29 181.68

管内総数 55,374 138,094 67,393 70,701 1,620.09 85.24

本所小計 40,998 101,172 49,293 51,879 589.34 171.67

関市 33,721 82,822 40,429 42,393 472.33 175.35

美濃市 7,277 18,350 8,864 9,486 117.01 156.82

ｾﾝﾀｰ小計 14,376 36,922 18,100 18,822 1,030.75 35.82

郡上市 14,376 36,922 18,100 18,822 1,030.75 35.82

総　数
数 率 数 率 数 率 数

全国 124,351,877 14,173,245 11.4 73,952,058 59.5 36,226,574 29.1 - 

岐阜県 1,929,669 222,826 11.5 1,074,490 55.7 593,154 30.7 39,199 

管内総数 138,094 15,560 11.3 73,880 53.5 47,715 34.6 939 

本所小計 101,172 11,413 11.3 55,536 54.9 33,346 33.0 877 

関市 82,822 9,511 11.5 46,067 55.6 26,408 31.9 836 

美濃市 18,350 1,902 10.4 9,469 51.6 6,938 37.8 41 

ｾﾝﾀｰ小計 36,922 4,147 11.2 18,344 49.7 14,369 38.9 62 

郡上市 36,922 4,147 11.2 18,344 49.7 14,369 38.9 62 

※岐阜県  ： 県統計課公表「岐阜県の年齢別推計人口＜市町村別年齢（3区分）別推計人口＞」

不詳

※全　国  ： 総務省統計局公表値　＜第3表　年齢（5歳階級）、男女別人口及び割合＞

　　　面積：「令和5年全国都道府県市区町村別面積調」（国土交通省国土地理院）

人口・世帯：（岐阜県の人口・世帯数　調査：統計課）

（令和5年10月1日現在）
年 少 人 口 生 産 年 齢 人 口 老 年 人 口

(65 歳 以 上 )(15 ～ 64 歳 )( 0 ～ 14 歳 )

３　世帯数・人口及び面積（Ｔ１-１）

４　年齢３区分別人口及び率 （Ｔ１－２）

（令和5年10月1日現在）

世帯数区　分

人 口
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平成22年 平成27年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

老年人口割合 23.0 26.6 28.9 29.0 28.9 29.0 29.1

老年化指数 174.0 210.6 238.1 242.0 245.0 249.9 255.6

老年人口割合 24.1 27.9 29.9 30.0 30.4 30.6 30.7

老年化指数 172.4 212.6 239.6 246.9 253.5 259.4 266.2

老年人口割合 26.0 30.0 32.7 33.2 33.8 34.1 34.6

老年化指数 192.2 232.3 268.2 277.1 287.0 294.7 306.7

老年人口割合 23.6 28.2 30.9 31.5 32.2 32.6 33.0

老年化指数 172.2 215.1 252.0 261.7 272.0 280.0 292.2

老年人口割合 22.6 27.3 29.8 30.5 31.0 31.5 31.9

老年化指数 158.6 202.2 237.9 247.9 257.6 265.8 277.7

老年人口割合 27.6 31.8 35.9 36.2 37.2 37.5 37.8

老年化指数 240.0 281.2 322.3 330.2 343.4 351.0 364.8

老年人口割合 32.2 34.7 37.5 37.5 38.1 38.5 38.9

老年化指数 246.0 279.9 312.8 319.4 328.6 335.3 346.5

老年人口割合 32.2 34.7 37.5 37.5 38.1 38.5 38.9

老年化指数 246.0 279.9 312.8 319.4 328.6 335.3 346.5

関市

全  国

郡上市

５ 老年人口割合及び老年化指数（Ｔ１－３）

本所管内

管内

岐阜県

 国勢調査過去３年間の結果及び直近国勢調査から当該年度（10月1日現在）を記載

 老年人口割合＝老年人口／人口×１００　　　老齢化指数＝老年人口／年少人口×１００

ｾﾝﾀｰ管内
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６ 保健所の概要

保健所法制定される。

設立認可される。

〔 沿　革 〕

昭和３２年　９月

郡上保健所設立により郡上郡が分離する。

関市誕生により、管轄は関市、武儀郡となる。

関市川間町１へ庁舎を移転する。

県行政組織規則の制定により庶務課を総務課へ課名変更する。

昭和２５年１０月

昭和１２年　４月

昭和１８年１１月

昭和２０年　２月

美濃市誕生により、管轄は関市、美濃市、武儀郡となる。

機構改革により、庶務、衛生、保健予防の三課制がしかれる。昭和２９年　８月

昭和２２年　９月

昭和２５年　８月

中濃公衆衛生協議会が発足する。

中濃総合庁舎の建設に伴い、現在地へ移転する。

県行政組織規則の改正により保健予防課から保健婦室を分離設置する。

県行政組織規則の改正により、保健予防係第一係を感染症対策係へ、保健予防第二係
を保健予防係へ、保健指導第一係を健康づくり係へ、保健指導第二係を保健指導係へ
係名変更する。

機構改革により、係を廃止し担当制とする。

市町村合併により、管轄は関市、美濃市となる。

県行政組織規則の改正により、総務課２担当を設置する。

中濃保健所から郡上センターが移管される。

県行政組織規則の改正により総務課に企画調整係を設置する。

地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の公布。

試験検査課を２係から１係（検査係）とする。

機構改革により生活衛生課１係、健康増進課２係がしかれる。

と畜検査業務を、岐阜県食肉衛生検査所に移管する。

県行政組織規則の改正により、管理調整・医事係の名称を管理医事係とする。

試験検査課は中濃地域保健所へ、廃棄物などの環境関係業務は振興局に移管する。

昭和２６年　８月

昭和２９年　４月

昭和３４年　７月

昭和４８年１０月

昭和５２年　４月

平成　３年　４月

平成２５年　４月

平成　６年　６月

平成　７年　４月

平成　９年　４月

平成１２年　４月

設立。管轄区域は、武儀郡(金山町、菅田町、神渕村、坂の東村、上麻生村を除く。)
及び郡上郡(東村、和良村を除く。)で関市元重町元関市公民館を仮庁舎とする。

保健所法全面改正(昭和２３年１月１日施行)により、衛生行政は警察行政から分離し
衛生部所管となる。

県行政組織規則の改正により副所長を新設し、保健婦室を保健指導課、保健婦係を保
健指導係とし、また、試験検査課を２係とする。

県行政組織規則の改正により、郡上センター健康増進担当が統廃合され健康増進課に
移管される。また、総務課２担当が１担当に統合される。

県行政組織規則の改正により、担当制が廃止され、総務課１係、生活衛生課２係、健
康増進課４係となる。

平成１５年　４月

平成１７年　２月

平成２４年　４月

平成２９年　４月

平成３０年　４月

平成２０年　４月

平成２１年　４月

所在地 関保健所
美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎内２階 電話：0575-33-4011

郡上センター
郡上市八幡町初音1727-2 郡上総合庁舎内２階 電話：0575-67-1111
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〔 機　構 〕

（令和５年４月１日現在）

所長

総務課

生活衛生課

健康増進課

管理医事係
庶務、医療従事者等の免許申請
人口動態、医事、統計 等

食品指導係
食品衛生 等

薬事・衛生指導係
環境営業、薬事、水道、献血
狂犬病予防 等

感染症対策係
結核予防、感染症、予防接種 等

保健予防係
精神保健福祉、原爆被爆者医療 等

健康づくり係
健康づくり、栄養改善指導 等

保健指導係
母子保健、保健医療福祉の連携
指定難病 等

所長 生活衛生課

郡上センター

管理調整係
庶務等

生活衛生係
食品衛生、環境営業等
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（令和６年１月現在）

区分 機関 時間

　特定感染症検査

　【昼間検査】 昼間検査： 9:30～10:30

　　HIV・梅毒・肝炎検査 （予約制）

　【夜間検査】 夜間検査：17:15～17:45

　　HIV・梅毒 （予約制）

　骨髄ドナー登録 本所
11:00～11:30
（予約制）

　女性健康支援センター 本所
9:00～17:00
（予約制）

第１水曜日

　こころの健康相談 本所
関　市
美濃市
郡上市

市にて
巡回相談

13:20～15:30
（予約制）

平日(事前に電話予約要）

７ 健康相談一覧

開催日

本所

 昼間検査：第１水曜日

 　　　　：第３水曜日

 夜間検査：第１水曜日
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常勤 1 - 4 3 44 - - 1 - - - 

非常勤 48 7 1 - 1,014 - - 160 209 282 - 

関 常勤 1 - 2 2 8 - - - - - - 
保健所

非常勤 - - 1 - 3 - - - - - - 

郡上 常勤 - - 2 1 - - - - - - - 
センター

非常勤 - - - - 1 - - - - - - 

常勤 - - - - 16 - - 1 - - - 

非常勤 - - - - 44 - - 160 - - - 

常勤 - - - - 4 - - - - - - 

非常勤 - - - - 399 - - - - - - 

常勤 - - - - 16 - - - - - - 

非常勤 48 7 - - 567 - - - 209 282 - 

 　

 　

 

 

常勤 - 1 1 - - - 9 - 13 77 

非常勤 - 89 - - - - 355 98 436 2,699 

関 常勤 - - 1 - - - 3 - 10 27 
保健所

非常勤 - - - - - - 1 17 103 125 

郡上 常勤 - - - - - - - - - 3 
センター

非常勤 - - - - - - - - - 1 

常勤 - 1 - - - - 3 - - 21 

非常勤 - 79 - - - - 119 81 - 483 

常勤 - - - - - - 1 - 3 8 

非常勤 - - - - - - - - - 399 

常勤 - - - - - - 2 - - 18 

非常勤 - 10 - - - - 235 - 333 1,691 

（注）

８　地域保健事業従事状況（管内総数）（Ｔ１－４）
（令和5年度末現在）
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